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令和７年度第２３回庁議提案  審議・報告・その他 

                     提 出 日：令和８年３月２４日 

                     担当部・課：総務部人事課〔内線４０７０〕 

教育委員会事務局、市議会事務局、 

                           選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、 

                           農業委員会事務局 

① 件  名 

石巻市特定事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法）の統合について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

平成１５年７月に急速に進行する少子化を背景として、次世代育成支援対策推進法（以下「次世

代法」という。）が制定、また、平成２７年９月に女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活

力ある社会の実現を図ることを目的として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以

下「女活法」という。）が制定され、国及び地方公共団体は、雇用主の立場から「特定事業主行動計

画」を策定することが義務付けられた。 

本市では、平成１７年４月に次世代法に基づく「石巻市特定事業主行動計画～共に支えあう仕事

と育児の両立の推進～」を、平成２８年３月に女活法に基づく「石巻特定事業主行動計画～女性が

輝く社会のために～」を策定し、職員の多様で柔軟な働き方や女性が輝ける職場づくりの実現に向

けて取り組んできたところである。 

令和６年５月に次世代法の一部改正があり、改正内容を踏まえ、令和７年３月に次世代法に基づ

く特定事業主行動計画（第５期）を策定したところであるが、令和７年６月に女活法の有効期限が

令和１８年３月まで１０年間延長されるなど、所要の改正が行われたことから、令和８年３月まで

を計画期間としていた女活法に基づく特定事業主行動計画（第４期）の策定を行う必要が生じた。 

次世代法及び女活法に基づく特定事業主行動計画の策定にあたっては、国から一体的に策定する

ことも可能とされ、多くの自治体でも一体的な計画として策定していることから、本市においても、

策定済の次世代法に基づく特定事業主行動計画（第５期）に、新たに策定する女活法に基づく特定

事業主行動計画（第４期）を統合する形での検討を行ってきた。 

 

【目的】 

  職員のワーク・ライフ・バランスの実現と多様な人材が活躍できる職場を作るための次世代法及

び女活法に基づく特定事業主行動計画について、より効果的で分かりやすく、実効性のある施策展

開を目的に統合して策定したもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

１ 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号） 

２ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号） 

３ 事業主行動計画策定指針（平成２７年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第１号） 

 

【総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無】  

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成１５年 ７月 次世代法 公布（平成１７年４月施行） 

平成１７年 ４月 次世代法に基づく特定事業主行動計画 策定 

平成２７年 ９月 女活法 公布（同日施行） 

平成２８年 ３月 女活法に基づく特定事業主行動計画 策定 

令和 ６年 ５月 次世代法等の一部を改正する法律 公布 

令和 ７年 ３月 次世代法に基づく特定事業主行動計画（第５期） 策定 

６月 女活法等の一部を改正する法律 公布 

１１月 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針の変更について 閣議決定 

資料８ 
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⑤ 主な内容 
 
１ 計画名（副題） 

  石巻市特定事業主行動計画～「仕事と子育ての両立」と「女性の活躍推進」～ 

 

２ 計画期間 

  令和１１年度末（令和１２年３月３１日）まで 

 

３ 構成内容 

 「はじめに」、「Ⅰ 総論」、「Ⅱ 現状の把握」、「Ⅲ 取組内容」、「Ⅳ 目標設定」の５区分で構成 

 

４ 主な取組内容 

本市が策定する各種計画等との整合性を図りつつ、より効果的で分かりやすく、実効性のある施

策展開を目的に、以下４つの柱を掲げ、各種取組を推進する。 
 

No. 柱（項目） 主な取組内容 

１ 
多様で柔軟な働き方に関す

る支援制度の周知等 

・休暇、休業等に係る制度の周知 

・経済的支援に係る制度の周知 

・各種ハンドブックの作成・配付 など 

２ 
多様で柔軟な働き方を実現

するための措置の拡充等 

・休暇制度の拡充、導入検討 

・早出遅出勤務（時差出勤）制度の導入 

・勤務間インターバル制度、テレワークの導入検討 

・ハラスメント対策の強化 など 

３ 
制度を利用しやすい環境づ

くり・支援体制づくり 

・代替職員の配置等 

・各種研修の実施、相談体制の構築 

・ワーク・ライフ・バランス、業務改善・業務効率化の推進 

・意向調査の有効的な活用 など 

４ 
次世代育成・女性活躍推進

に向けた投資 

・インターンシップ（職場体験・就業体験）の積極的な受入れ 

・本市策定の各種計画の推進 など 

 

５ 目標設定の内容 

  具体的な取組の成果を測るため、以下の数値目標を設定する。 
 

(1) 男性職員の育児休業の取得割合：１週間以上取得する男性職員の割合を毎年度８５％以上 

 (2) 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合：３０％以上（毎年度４月１日現在） 

 (3) １人当たり年間時間外勤務時間数：令和６年度実績を基準に毎年度３％ずつ減少 

   

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

本計画に掲げる各種取組の実施や評価を通じて、職員が共に支えあいながら、仕事と子育てを両立

できる職場環境や女性職員が個性と能力を十分に発揮できる職場環境など、あらゆる職員が働きやす

い職場づくりの実現に寄与する。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 法改正等を踏まえ、全国の自治体においても策定、改訂等が行われる。 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和８年３月 本計画公表（市ホームページ掲載） 

⑨ その他 

 
 


